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第 1 章 共創の基本的な考え方                                                      
 

１ 共創の背景、理念と指針の位置づけ                                     

 

（１）共創の背景 
 

 横浜市を取り巻く経営環境 

少子高齢化、財政基盤の脆弱化、社会インフラの老朽化、地球温暖化など、日

本の多くの地方自治体が大きな環境変化に直面する中、横浜市においても、将来

を見据えた現実的な対応が急務の課題となっています。人口 365 万人、市内総生

産は 12.7 兆円という最大の基礎自治体である横浜市は、その規模と多様性ゆえに

行政課題も複雑化しています。 
行政の資源やノウハウ等が限られる中で、公共サービスに対する市民ニーズに

的確かつ持続的に応えていくためには、厳しい競争の中でノウハウを積み重ねた

民間企業等の力を活用することが極めて重要であると考えられます。 

また、民間企業においても、近年、社会的責任に対する意識が高まるとともに、

自社のノウハウを活用した公民連携ビジネスへの期待も増大しています。 

 
 これまでの公民連携※の取り組み 

横浜市は、これまで「非『成長・拡大』の時代」という時代認識のもと「民の力

が存分に発揮される都市ヨコハマ」を基本理念に掲げ、公共サービスは行政だけ

が提供するのでなく、行政の役割は「民の創意工夫や努力を応援し、各々の目標

や夢が実現していく環境を作ること」との基本姿勢を示し、「官から民へ」の事業

展開を進めてきました。 
 

【これまでの公民連携の取組】 

 

 ＰＦＩ、指定管理者制度、民営化・民間委託など、公共サービスへの民間導入 
 広告事業・ネーミングライツの導入、公有地への定期借地方式による施設整備

など、公有資産の有効活用 
 構造改革特区の活用や企業誘致の推進など、民間活動支援による地域活性化 

 
 
 
 
 

※この指針では、「公民連携」における“公”は、public sector（行政等の公共部門）

を指すものとして、また、“民（民間）”は private sector（民間事業者（企業・NPO

等））を指すものとして使用しています。 
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－横浜市を取り巻く経営環境－ 

横浜市は、少子高齢化、社会保障経費の増加、都市インフラの老朽化、地球温暖化など、日本

の多くの地方自治体が直面する大きな環境変化に対応する必要があります。国内最大の基礎自

治体である横浜市は、その規模と多様性ゆえに行政課題も複雑化しています。 

 

行政の資源やノウハウが限られる中で、公共サービスに対する市民ニーズに的確かつ持続的に

応えるためには、民間企業の力を活用することが極めて重要です。民間企業も、社会的責任に対

する意識が高まり、公民連携ビジネスへの期待が増大しています。 

 

－これまでの公民連携の取り組み－ 

横浜市では、公共サービスは、行政だけが提供するのではなく、行政の役割は「民の創意工夫や

努力を応援し、各々の目標や夢が実現していく環境を作ること」との基本姿勢を示し、「官から民

へ」の事業展開を進めてきました。 

 

公民連携の制度（指定管理者制度等）の導入から活用推進を進め、民間企業との対等な立場

での対話を重視する「共創」という概念をいち早く取り入れ、独自の仕組み・手法（共創フロント

等）によって、多くの連携を実現し、発信しています。 

  

その後も、行政発信型の「テーマ型共創フロント」や公民連携による公共事業の可能性を事前

に把握する「サウンディング調査」、地域や民間企業が連携しながら課題解決に取り組む「リビン

グラボ」など、さまざまな手法が生まれています。 

 

今後も、厳しい社会情勢に立ち向かうために、「共創の視点」が重要であり、「中期計画 2022

～2025」、「行政運営の基本方針」、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」の 3 つの市

政方針では、職員として基本的な姿勢を持ち続けることが求められています。 

（令和 7 年 3 月） 

 
＜今回の本指針の改訂概要＞ 

上記の背景を踏まえて、本指針の時点更新及び、これまで蓄積された事例や気づき・留意点を、

企業や行政の実務者にわかりやすく押さえていただけるよう、ケーススタディとしてとりまとめまし

た。（別冊「共創推進の指針／共創の“ツボ”」（R7.3 初版作成）） 
  



  

 
3 

 これまでの公民連携における課題 

これまで横浜市では、幅広く公民連携を進めてきましたが、更なる市民的価値

の向上や地域活性化を図っていく上で、以下のような課題が見受けられます。 
 
【行動様式の相互理解と目的の共有】 

 
公民連携を進めていく上で、依然として民間と行政の意識に大きな隔たりが

あります。行政内部には、民間に大きな期待を寄せて事業を委ねたものの期待

したほどのサービス向上が実現されていないのではないかという疑問が残る一

方、民間からは、公民連携事業に参画したものの、行政の必要以上の介入に不

信を抱いたり、行政が何を期待しているのか理解できず戸惑ったりするという

声も聞かれます。こうした問題は、双方が互いの意向や行動様式を十分に理解

せず、価値観を共有していないことに起因すると考えられます。 
 

「公共の福祉」を存立基盤とする行政と、利潤を確保しないと存続しえない

民間企業では、自ずと行動原理や考え方に違いがあります。公民連携事業の成

功のためには、行政と民間の違いを前提としたうえで、良質な市民サービスを

より少ない市民負担で提供する、という目的を共有し、互いの持つ強みを引き

出し、弱みを補完しあうことが必要となります。 
 

【民間のノウハウの活用と最適な手法選択】 

 
従来の公民連携事業では、その多くがコスト削減を指向する行政側の一方的

な条件提示にとどまり、民間の能力や創意工夫が最大限に発揮されているとは

言い難いとの意見も聞かれます。民間の知恵は、低コストでのオペレーション

実現だけではなく、むしろその知恵の中核は、問題の発掘、明確化、アイデア

出しによる価値創造、そしてイノベーションにあります。既存の枠組みに無理

やり当てはめるのではなく、民の「知」を広く取り込む工夫と姿勢が求められ

ます。市民サービスの向上という目的に向けて民間の努力を誘発するには、事

業スキーム上の工夫が必要となります。 
他方で、民間の優れたアイデアが出されても、公正・公平を旨とする行政に

おいては、それを受け止めソリューションへとつなげていくルールやプロセス

が必ずしも明確にはなっていません。また、個々の手法ありきではなく、ベス

トな公民連携手法選択かどうかを総合的に判断したうえで、民間のノウハウを

市民的価値の向上に十分に活かしていく必要があります。 
 

【民間のモニタリングと公民連携事業のマネジメント】 

      
行政は、民間事業者を選定するまでのプロセスに多大な時間を費やしていま

すが、事業開始後の事業者の業績のモニタリングや、不測の事態が生じた場合

の対応などについては、不十分な点も散見されます。事業者選定で行政の役割
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が終わるのではなく、「市民的価値の向上という目的が実現されているか」、「環

境の変化にあっても市民サービスが中断するリスクは無いか」、行政は責任を持

ってフォローしていかなければなりません。 
継続的なサービス提供に向け、サービス水準を確保できる仕組みやモニタリ

ングのあり方、リスク分担の明確化、事業者へのインセンティブ付与の方法な

ど、行政側の事業マネジメント能力が大きく問われています。 
 

（２）共創の理念 
 

 一歩進んだ公民連携＝「共創」の必要性 

以上のように、これまでの公民連携事業においては、行政が、みずからの知識・

経験の範囲内で最適と考える事業スキームを構築し、詳細な条件設定をあらかじ

め行ったうえで民間事業者を募集するケースが多い状況です。そのため、市場の

実情にそぐわず充分な民間事業者の応募が得られなかったり、民間事業者に過度

な負担を強いることになったり、民の持てるノウハウやアイデアを充分に活かし

きれていない、といった課題がありました。 

 

そこで、従来の行政主導型の公民連携事業から一歩前進し、民間のより主体的

な参画や発意を求め、行政と民間が双方向のコミュニケーションを通じて、それ

ぞれの知識やノウハウ、その他保有している経営資源を最適な形で組み合わせる

ことにより、優れたサービスを効率的かつ持続的に提供することが必要不可欠で

す。異なる価値観の積極的相互作用を通じて新たな価値を創出し、行政と民間で

｢公｣を共に創っていくことが市民にとって有効であると考えられます。  

 
そのためにも、既存の公民連携手法にとらわれることなく、民間事業者のビジ

ネス活動を市民のためにどう役立て、社会的課題の解決を図るかというより大き

な視点に立ち、優れた民のアイデアを広く募り、新たな公民連携手法の開発を含

め、更なる進化を図る必要があります。 
 

 「共創」とは 

共創とは、『社会的課題の解決を目指し、民間事業者と行政の対話により連携を

進め、相互の知恵とノウハウを結集して新たな価値を創出すること』をいいます。 
 

これまで横浜市では「新しい公共づくり」に向けて様々な主体と協働の取組を

進めてきましたが、「共創」は、 

①企業を中心とした民間事業者を主な対象としていること 

②ビジネス活動を通じて、サービス向上や地域の活性化につなげていくこと 

③ゼロから議論を積み重ね、イノベーションを引き出し、新たな価値を創造し

ていくこと 

の３点を主な特徴としています。  
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（３）共創推進の指針の位置づけ 
 
共創の取組を進めていくためには、民間と行政がお互いの認識についての理解を深め、

共創の目標を共有化することが重要です。そのために民間と行政で共有するものとして

「共創推進の指針」を策定し、公民連携の礎としていきます。                                   
  市は、市民満足度の向上につながる新たな価値を創出するという行政の使命を自覚し、

市民にとって必要なサービスの提供に関して最終的な責任を担っているという認識をも

って、この指針を運用していきます。 
 

 公民連携推進の基盤となる指針 
 

横浜市では、これまでも公民連携手法ごとにガイドラインや要綱等を策定し、適

切な制度運用に努めてきました。（ネーミングライツ導入に関するガイドライン、横

浜市ＰＦＩガイドラインなど） 

この「共創推進の指針」は、既存の公民連携手法のみならず、今後開発していく

新たな手法も含め、すべての公民連携手法に通じる考え方を整理しています。 

事業の実施にともなう手続きなど具体的事項については、各ガイドラインや要綱

で定めています。 

 
 対話により常に改善・進化する指針 

 

横浜市では、平成 20 年 6 月に、民間からの相談や提案を受ける窓口として、『共

創フロント』を開設し、いただいた提案の実現に向けて、民間との対話や庁内の調

整など、試行錯誤を繰り返してきました。 
    また、公民連携をより円滑なものとし、行政と民間が異なる視点・価値観から社

会的な課題解決について議論し、アイデアを創発する公民交流の場として「共創フ

ォーラム」を開催し、公民連携のあるべき姿について、議論を進めてまいりました。 
こうした試行の一つの成果が、この「共創推進の指針」です。 
民間と市が共に新しい横浜を創っていくために、個別の事業について対話を進め

ることはもちろん、この「共創推進の指針」についても、相互にコミュニケーショ

ンを図り、今後も改善・進化を重ねていきます。 
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２ 共創の目的                                      

 

共創の取組により、行政と民間の対話を通じて民間の持てるアイデアと力を存分に発揮

し、それぞれが持つ資源やノウハウを活用することで、共に新しい公共づくりを目指して

いきます。共創よる新しい公共づくりとして目指すべき「姿」は、次のとおりです。 
 

（１）質の高い公共サービスの提供 
 

公共サービスの提供にあたり、最適な手法と主体（事業者）が選定され、事業期

間中においても十分な検証・モニタリングを踏まえた、質の高いサービスが効率的・

効果的・持続的に提供されている。 

 
（２）新たなビジネスチャンスの創出 

  
市が、自ら抱える行政ニーズを能動的かつ積極的に民間に伝え、民間のアイデア

やノウハウを最大限に引き出し活用してゆくことで、民間にとって新たな事業機会

が創出されている。 
 

（３）横浜らしい地域活性化の推進 
  

新たに創出された共創事業が、横浜経済の活性化や企業誘致の促進、雇用機会の

増大等につながっている。 
    また、公有資産を積極的に活用し、機会損失が軽減されるとともに、公共サービ

スの充実や経済の活性化につながっている。 
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３ 共創の原則                                 

 

共創事業とは、『社会的課題の解決を目指し、民間事業者と行政の対話により連携を進め、

相互の知恵とノウハウを結集して新たな価値を創出する事業』です。 

 

共創を進める姿勢・あり方として、次の４つの原則に則って進めます。 

 

（１）対等・対話の原則 

 
 民間事業者は、横浜における「新しい公共づくり」に積極的に参画し、貢献します。 
 市は、民間からのアイデアを積極的に受け入れるとともに、行政課題を提示し、民間

提案の実現に向け、対等なパートナーとして信頼関係を築き、コミュニケーションを

積み重ねます。 

 共創における対話では、できるだけ早い段階から議論を開始し、市が想定する結論あ

りきではなく、ゼロベースから民間と市で課題を共有し、共に解決策を模索していき

ます。 

 一度決めた手法に固執せず、プロジェクトの進捗に応じて合理的に検証・修正を行い、

期限を定めながらスピード感を持ってすすめます。 
 市は、議論の結果、民間提案の実現ができない場合でも、次の取組に資するように、

その理由を示すことで合理的な説明責任を果たします。 

 

（２）目標共有の原則 
 

 共創の取組を持続させるために、共創事業の目標を共有し、その中でお互いのメリッ

トを見出し、互恵的な関係（Win-Win の関係）を構築します。 

 市は、中長期的な横浜市の政策の方向性（ビジョン）を明確にし、民間が参画・投資

したいという環境確保に努めるとともに、民間が成長戦略を考えていくことができ

るように、市のビジョンに対する持続性、一貫性を確保します。 
 民間事業者は、中長期的な方向性の中で、自らのノウハウを発揮してビジネスとして

何が可能かを追求し、市とともに具体的な共創事業の構築に努めます。 
 民間事業者と市は、常に共創の視点（市民・利用者の視点、財務の視点、成長・発展

の視点、地域・社会の視点）を共有しながら共創の取組を進めます。とりわけ、市民・

利用者にとっての価値を向上させることを目指します。 
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（３）アイデア保護と透明性確保の原則  

 
 市は、市の計画や事業成立条件など民間が判断しうる十分な情報、選択肢を分かりや

すく、また情報を集約し、リスト化するなどアクセスしやすい形で提示します。 
 市は、基本的にオープンな過程の中で共創事業を推進することを基本としますが、民

間の独自アイデアについては適切な保護に努めます。 
 民間事業者と市は、民間アイデアのうち保護すべき情報について協議し、保護すべき

情報以外については広く社会に開示し、新たな公共の形成を共に目指します。 
 

 

（４）役割分担と責任明確化の原則 

 

 共通の目標達成に向け、民間と市は、相互の持つスキルやノウハウを明らかにし、相

互の能力が最大限に発揮できるように、共創事業におけるお互いの役割分担を明確

にします。また、様々な事業リスクを想定して、役割に応じた責任について事前に明

確にします。 

 市は、事業全体を通じての的確なモニタリングにより、公共サービスの質を担保し、

安定的で継続性のある事業の実施に努めます。 

この場合、第三者評価などできる限り客観的な評価を行い、事業の改善や民間事業者

のさらに活躍できる環境づくりにつなげていきます。 

 民間事業者も、「公」を担っているという責任感を持ち、知識やノウハウを十分に発

揮し、公共サービスをより効果的・効率的に提供するとともに、社会への説明責任を

意識しながら、事業を行います。 
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４ 共創の視点                             

 

共創の取組にあたっては、民間と行政が次の４つの視点を共有しながら、事業を進めま

す。 

  

（１）市民・利用者の視点 
 

 市民・利用者にとっての価値を向上させることが最重要 

  「共創」は、行政コストを削減するための一方的な民間移管が目的ではありません。 
共創を通じて、安全・安心、利便性、快適性、迅速性、低廉な料金等といった、市民

にとっての価値を高めることを目指します。 
 
 良質なサービスを継続的に提供する 

競争環境の確保を通じ、公共サービスの不断の向上に努めることが基本です。 
民間へ委ねた結果、公共サービスの提供を停滞・中断させるようなことがあっては

なりません。十分なモニタリングを通じ、常により良い公共サービスを提供する仕組

みの構築が重要です。 
 

（２）財務の視点 
 

 事業が生み出す価値との対比でコストを考える  

単にコストが安ければいいということではなく、効果との対比で考えることが重要

であり、ＶＦＭ（Value for Money）の考え方が基本となります。民間と市は利用者

が求め、満足し得る合理的な公共サービスの水準を明確化します。また、コストの算

出にあたっては、市側の人件費も勘案します。 
 
※ＶＦＭ（Value for Money）とは、一般に、「投入した資金に対して最も価値の高いサービスを供

給する」という考え方です。同一の効果や価値をもたらす２つの事業を比較する場合、投入した金

額（利用料金および税金）がより少ない方を他に対し「ＶＦＭがある」といい、残りの一方を他に

対し「ＶＦＭがない」といいます。また、同じ金額を投ずる２つの事業であれば、より効果や価値

の高い方を他に対して「ＶＦＭ」があるといい、残りの一方を他に対し「ＶＦＭがない」といいま

す。 

 

 事業のライフサイクルコストの最小化を考える 

目先の投入額が小さくても、将来的に維持管理費や運営費が高くつくような方法

は、ライフサイクルコストの観点から望ましくありません。常に、事業をトータルで

考えたコストの最小化をはかることが求められます。また、たとえ契約（委託）期間

中のトータルコストが小さくても、契約満了後に、市に大きな財政負担が生じるよう

な事業スキームも問題があります。常に、契約後も含めた事業のライフサイクルベー

スでＶＦＭが最大となるようなスキームを目指します。 
 

 リスクコストについても勘案する 

見かけの事業費や民間に支払う契約金額が小さくても、将来リスクが顕在化した

際に市が負担するならば、トータルコストは増大しＶＦＭは低下します。リスクを管
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理するためのコストや、リスクが顕在化した場合に追加で負担すべきコストについ

ても事前に勘案し、ライフサイクルコストとして認識する必要があります。 
事業の実施にあたっては、リスクが必ず存在するという認識を徹底し、リスクコス

トを最小化するため、民間と市のそれぞれのリスク管理・負担能力に応じてリスクを

最適配分し、それらを契約などで担保したうえで事業を進め、予期せぬリスクの発生

によってＶＦＭが低下しないように留意します。 
 
 新たな歳入構造を考える 

共創事業による地域活性化がもたらす増収効果や、土地・建物などの有形資産、広

告・ネーミングライツなどの無形資産など、あらゆる公有資産を最大限に利活用して、

新たな歳入をもたらす事業スキームを追求します。 
 

（３）成長・発展の視点 
 

 民間企業の成長につながる 

事業確保のために民間が採算に合わない無理な事業を行うようでは、共創による価

値創出にならないばかりか、質の良い公共サービスの継続的な提供につながらない恐

れがあります。民間にとっても自らのノウハウを活かし、Win-Win となるような事業

構築を目指します。 
 
 行政組織の能力向上・イノベーションに資する 

共創を通じて民間と対話する中で、行政にはない民間独自のアイデアや考え方に触

れることで、市職員の知識の向上や意識改革・イノベーションにつなげていきます。

また、契約管理の方法や知的財産の理解、対話能力などの知識を身につけることで、

市側のスキルの向上・成長につなげていきます。 
 

（４）地域・社会の視点 
 

 地域貢献、環境行動、雇用確保など、地域との調和を考える 

共創事業が直接的にもたらす効果のみならず、地域貢献、環境行動、子育て支援、

女性の参画、雇用などに与える効果を考慮しながら、地域、社会における「善循環」

を作り出すことを目指します。 
 

➢地域経済の活性化につながる 

公民連携の推進により、地域における雇用創出や市内企業の発展など、地域経済の

活性化に寄与します。近年、いわゆる「パブリックサポートビジネス」として、社会

的課題に対して自ら当事者意識を持ち、解決しようとするビジネス活動が注目されて

います。公を担いうる「民間」が多様化している中、パブリックサポートビジネスを

公民連携事業の相手方としてしっかり位置づける必要があります。 
 

 社会情勢の変化への柔軟な対応 

事業実施後の社会・経済情勢の変化に柔軟に対応するため、民間と行政が継続的に

対話し、対応する事業スキームの構築を図ります。 
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第２章 共創事業を具体化する仕組み                                                      

 

１ 共創の仕組み                                     

 

共創の取組を推進していくために、市が民間のアイデアを受け入れ、対話を通じてイノ

ベーションを引き出し、共創事業を創出するシステムを構築します。また、対話により創

出された事業が、さらなる民間提案を呼び込むという「善循環」を目指していきます。 
 

（１）発想提案の段階（Idea） 

相談・提案の受入とコミュニケーションの開始                           
 
市が抱える課題やビジョン、政策の方向性を提示するなど、市の情報を積極的に公

表するとともに、市の窓口を明確にし、公共サービスに対する民間からの相談や提案

を積極的に引き出します。 
比較的緩やかなアイデアの段階から民間と市の対話を開始し、共に提案内容の実現

可能性を探り、手法計画の段階に進むべきかどうかを判断します。 
 
（ポイント） 

・民間の提案と、市が抱える課題・ニーズとのマッチング 

・双方向のコミュニケーションによる新たな価値創出の可能性 

・「共創の視点」との整合性 

・アイデア・情報の取り扱い≪P14 参照≫ 

・民間と市にとって、各々のメリットと、共有するメリットの明確化 

   ・実現を阻む決定的な課題の確認 

   ・事業具体化を目指すスケジュールの共有 など 

 
（２）手法計画の段階（Plan） 

コミュニケーションを通じた共創事業の創出                                   
 
共創事業の枠組み作りに向けて、民間と市が目標を共有化したうえで議論を深めま

す。対話の結果を踏まえ、提案の採否、最適な公民連携手法の選択、他の事業者の参

加機会の確保などを判断し、その合理的な理由を示すことで説明責任を果たします。 
  

（ポイント）  

・事業実施による新たな価値創出の見込み 

・市と民間事業者の役割分担 
・最適な公民連携手法の選択・組み合わせ≪P15 参照≫ 
・保護すべき情報の範囲 
・発想提案者へのインセンティブ≪P20 参照≫ 
・幅広い事業機会の確保のあり方≪P18 参照≫ など  
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（３）事業具体化の段階（Do） 

最適な主体による共創事業の具体化                             
 
共創事業実施主体の選定にあたっては、第三者による評価も含めて客観的に、また、

価格だけではなく、提案の質、地域性などを考慮し、総合的に評価し、選定します。 
契約・協定の締結にあたっては、役割分担と責任の所在を明確にした契約内容を双

方で作ります。さらに、ニーズに応じた柔軟な対応、特に優れた事業運営を誘引する

考え方を整理し、成果に対する適切なリターンがさらなる運営の向上につながるとい

う「善循環」の構築を目指します。 

 
（ポイント） 

・透明性、客観性のある実施者選定プロセス 

・実行段階でのインセンティブ・ペナルティの設定≪P20 参照≫ 
・リスクを最もよく管理できる者による当該リスクの分担 
・雇用創出や経済効果など地域経済への配慮 
・継続的なサービス提供が見込まれること 
・想定されるリスクへの事前準備 など 

 

（４）評価・改善の段階（See） 

安定的・効果的な事業運営     
  

より良い公共サービスを絶えず提供できるよう、契約・協定に対するレビューを行

い、また必要に応じて第三者による評価など、客観的な評価を実施します。 
また、市と民間事業者が協力しながら公共サービスを提供していくという観点から、

必要に応じて、市と民間事業者との情報交換や連絡会などの場を設け、モニタリング

手法の改善を行うとともに、より良い公共サービスの実現を図ります。 
 
 （ポイント） 

・定性的な評価と定量的な評価のバランス 

・利用者の視点に立った評価 

・環境変化への対応に向けた対話の機会の確保 

・定期的・継続的な効果測定と事業改善 

・契約更新時などの十分な事業検証と見直し 

・リスク発生時の責任明確化と履行 

・代替事業者の存在の有無 

・事業完了時の清算と事後評価 など 

 

さらなる「発想提案」を呼び込み、新たな共創のサイクルへとつなげていきます
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２ 共創推進の具体的方策                                     

 
（１）「共創フロント」の活用 

 

 行政と民間が互いに対話を進め、新たな事業機会の創出と社会的課題の解決に取り

組むための相談・提案窓口として平成 20 年 6 月 30 日に共創フロントを開設し、運

用を開始しました。 

 市は、民間からの提案を待つだけでなく、市が抱える行政課題を提示し、提案を引

き出していきます。各区局は積極的に民間提案に応じるとともに、行政課題を抽出

します。共創推進室が民間事業者との橋渡し役となって、課題解決に向けたコミュ

ニケーションへつなげていきます。 

 市は、共創の成功事例を積み重ね、庁内外に紹介するなどして、共創のメリットの

浸透を図ります。 
 共創フロントに寄せられた提案と共創フォーラムでの議論を連動させるなど、複数

の提案を有機的につなげ、さらなる価値の向上可能性を探ります。 

 

 

（２）「共創フォーラム」等の活用 

 

    公民連携をより円滑なものとし、行政と民間が異なる視点・価値観から社会的な

課題解決について議論し、アイデアを創発する公民交流の場として「共創フォーラ

ム」等を開催しています。市内・市外の企業や NPO、公民連携に携わる学識者、市

の職員などで構成し、議論を重ねる中で、具体的検討テーマを設定し、個別プロジ

ェクトの創出につなげていきます。 

 

共創フロント 

（共創推進室） 
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【具体的な検討テーマ例】 

 
 共創による公有資産の利活用  

公有資産の有効活用を一層促進していくための実現方策及び公民連携によるモデ

ル事業を検討・実施します。 
 
 国際都市戦略とプロモーション 

海外に対してヨコハマを印象付けるプロモーションの具体的な仕掛けについて、

行政と民間で連携して、検討を進めます。 
 
 エリアマネジメントによる地域活性化 

採算性のある事業スキームや民間資金の導入など、持続可能なまちづくりの手法

を検討し、導入を図ります。 

 

（３）共創を担う人材育成 

 
・公民連携に関する研修の実施や庁内への情報発信（例：共創事業の事例紹介）など

を通じて、民間と行政の認識・知見・経験の違いを理解し、民間と共に新しい公共

づくりを推進できる人材の養成を図ります。 
・特に、契約、ファイナンス、リスクマネジメント、プロジェクトマネジメントに関

する知識の蓄積を図ります。 
・民間と対話する中で、行政にはない民間独自のアイデアや考え方に触れることや、

民間との人事交流などを通じて、職員の視野を広げ、意識改革や育成につなげてい

きます。 
 

（４）国等への制度拡充の要望 

 
・国においては各種の公民連携手法・制度の所管府省が異なり、現状の制度活用も必

ずしも十分とは言えません。代表的な制度である PFI、指定管理者制度等について

各制度の特性や利点の確立、手法適用に際しての環境整備など、総合的な公民連携

推進の取組を進めていきます。 
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第３章 共創の各段階における留意事項                                                      
 

１ 情報の取扱いについての考え方                 

 
共創事業は、オープンな過程の中ですすめることを基本としていますが、提案する側に

とっては、独自のアイデアなどが適切に保護されることが非常に重要になります。 
民間事業者と市は、民間アイデアのうち保護すべき情報について協議し、保護すべき情

報以外については広く社会に開示し、新たな公共の形成を共に目指します。 
共創事業の進捗にしたがって、透明性確保への要請が高まると考えられることから、共

創の段階によって、保護すべき情報と公表する情報の考え方を整理します。 
 
 

事業の検討段階 事業主体が決定した段階 

原則保護 

※民間の発案を促すため、提案のタイトル

については、「提案状況一覧」として定期

的に公表（公表タイトル名については、提

案者と市で協議）します。 

提案内容等も含め、原則公表 

※独自アイデア部分は除きます。また、公表

内容については、提案者と市で協議しま

す。 
※事業化されなかった提案については、積極

的な公表はしません。 
※公募に移行する場合には、当該提案もしく

は当該提案の一部を活用して仕様書等を

作成することがあります。 
 
※ただし、共創の段階を問わず、市では、事務過程で作成・取得した文書について、情報

公開請求の対象となっており、「透明性、公平性」の観点から一定の情報については公開

することが求められています。情報公開請求があった場合には、横浜市の保有する情報

の公開に関する条例に基づき、公開／非公開を個別に判断することになります。 
 
 

 



  

 
16 

２ 公民連携の手法について                               

 

共創においては、事業の目的や性質に応じて、次のような公民連携手法を選択し、また

組み合わせることにより、事業を実施していきます。 

また、これらの手法の特性・課題を整理して改善につなげるとともに、それぞれの長所

を他の手法の改善・進化につなげるほか、新たな手法の開発に取り組んでいきます。 

具体的な手続きについては、個別のガイドライン等で規定していきます。 
 
  

 

 

 

 
         

【公民連携手法】 

①民間活動支援等 

による地域活性化 

②公有資産の活用 

による事業創出 

③民間による 

公共サービス提供 

・民間活動の支援  
・協力関係の構築  
・特区・地域再生、 

その他規制緩和  
など 

・広告事業  
・ﾈｰﾐﾝｸﾞﾗｲﾂ 
・公有資産の利活用  
 

など 

・ＰＦＩ  
・指定管理者  
・包括的民間委託  
・民営化  

など 
 

        
 
 

 
 

 

【各類型のメリット】 

 公民連携手法の類型 

①民間活動支援等 

による地域活性化 

②公有資産の活用 

による事業創出 

③民間による 

公共サービス提供 

メ

リ

ッ

ト 

民

間 

○自らのビジネス活動促進（ニーズ

把握 、ビジネスモデルの創出、公

的支援制度（助成等）の活用等） 

○社会貢献を通じた企業価値の向

上 

○自らのビジネス活動

促進 

○社会貢献を通じた企

業価値の向上 

○公共サービスにおけるビ

ジネスチャンスの拡大 

○社会貢献を通じた企業価

値の向上 

行

政 
行政課題の解決や政策目標の実現 

歳入増及びサービス向

上効果 

民間のノウハウや技術を活

用した効果的・効率的なサ

ービス提供 

 

行政からの課題提示 

課題解決に向けた対話、事業スキームの検討、公民連携手法の 

選択・組み合わせ 

民間からの発想提案 

課題解決に向けた対話、事業スキームの検討、公民連携手法の 
選択・組み合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

行政 

≪共創の領域≫ 

 

 

 

 

 

 

 

民間 
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（１）民間活動支援等による地域活性化 

 

「民間活動の支援」や「協力関係の構築」については、さまざまな連携の形があり、

他の公民連携手法のように確立された手法ではありませんが、共創フロントに民間か

ら寄せられる提案の多くは、この「民間活動の支援」や「協力関係の構築」であり、

公民連携の重要な手法となりつつあります。 

 

 

○当該手法が適する場合 

行政のノウハウ、資金、場、名義、ネットワークが民間活動を円滑にできる場合 

行政のコーディネートにより、民間事業者同士の資源を有機的に活用できる場合 
○期待される効果：行政課題の解決、政策目標の実現、地域活性化 

○留意事項：お互いの役割分担とリスクの明確化 
 
＜参考＞ 
○横浜版リビングラボ（H28～） 

身近な地域の課題をテーマに、住民を中心に様々な知見を有する企業、大学等と連 
携して課題解決のための対話を行う場です。横浜市内では、各所で介護や教育などの

様々なテーマのもと、活動しています。 
リビングラボは一般的に、企業や大学研究機関、行政などが、地域社会を実験室と

見立て、地域をフィールドにしたワークショップや実証実験などの活動を行うことで

新たな製品やサービスを生み出す活動をいいます。 
横浜版リビングラボは、生活者の視点に基づいて「多様な主体の連携」により持続

可能な活動となるよう、地域の民間主体（主に地域生業企業）が中心となり、「新たな

地域課題・社会課題へのアプローチの視点」を持ちながら「地域循環型経済」の展開

を重要な要素としている点が特徴です。対話や実証実験により、ビジネスの視点で深

刻化する地域課題の解決策を生み出すために、取組が進められています。 
 

○休眠預金等活用制度（内閣府／Ｒ元～） 

休眠預金等とは、10 年以上、入出金等の取引がない預金等のことです。 

休眠預金等は、各金融機関から預金保険機構に移管された後、毎年度、必要な額が

「指定活用団体」に交付されます。（指定活用団体として、一般財団法人日本民間公

益活動連携機構（JANPIA）が 2018 年に指定されています） 

JANPIA に交付された休眠預金等は、行政では対応することが難しい社会課題を解

決するために、民間の団体が行う以下の３分野の活動に活用されます。 

１．子どもや若者への支援 

２．生活を営む上で困難を有する者への支援 

３．地域活性化への支援 

（中略） 

また、実施した事業の成果の可視化に向けて、それぞれの団体において、事前に達

成すべき成果を明示した上で、その成果の達成度合いを重視した社会的インパクト評

価を実施しています。 

民間活動の支援等 
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＜休眠預金等活用制度の基本理念＞ 

◆休眠預金等を活用することにより、民間公益活動の自立した担い⼿の育成ととも

に、政府や民間の資金供給を補完し、民間公益活動に関する資金調達環境の整備を⽬
指す。 

◆休眠預金等の活⽤に当たっては、多様な意見を反映するとともに、成果を含めた 

可能な限りあらゆる情報を国民に提供することによって透明性を確保。また、特定の

地域に集中することのないように配慮。 

◆複数年度にわたる助成等の効果的な活⽤⽅法により、民間の団体の創意と⼯夫を⼗
分に発揮。 

内閣府ホームページより https://www8.cao.go.jp/kyumin_yokin/seido/seido.html 

 
 
 

○当該手法が適する場合 

行政と民間のノウハウ、資金、場、ネットワークを相互に活用することで相乗的な効

果が期待できる場合（共同開発、事業提携など） 

○期待される効果：行政課題の解決、政策目標の実現、地域活性化 

○留意事項：お互いのメリットの把握、役割分担とリスクの明確化 

 

 

 

○当該手法が適する場合： 

規制緩和、その他支援措置等を活用することで、地域の活性化に資する場合 

○期待される効果：（法律等の規制緩和）、地域活性化 

○留意事項：規制緩和を必要とする具体的・客観的な説明の必要性 

○法令等：構造改革特別区域法、地域再生法 

 

（２）公有資産の活用による事業創出 

 

 

○当該手法が適する場合：民間事業者が、市有資産に対して広告効果を見込んだ場合 

○期待される効果：財源の確保、経費縮減 

○留意事項：屋外広告物と良好な都市景観の形成 

○法令等：横浜市広告掲載要綱、横浜市広告掲載基準 

 
 
 

○当該手法が適する場合：施設命名権の有効活用が見込める場合 

○期待される効果：財源の確保、付随サービス提供 

○留意事項：従来の名称に対する市民感情、市場の未確立 
○法律等：ネーミングライツ導入に関するガイドライン、横浜市広告掲載要綱、 

横浜市広告掲載基準 

協力関係の構築 

特区・地域再生・その他規制緩和 

広告事業 

ネーミングライツ 

https://www8.cao.go.jp/kyumin_yokin/seido/seido.html
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○当該手法が適する場合：利用可能な土地、施設等（公有資産）がある場合 

○期待される効果：財源の確保、効果的な施設整備、サービス向上、地域活性化 

○留意事項：住民の合意形成、まちづくりとの整合性 

 
 

（３）民間による公共サービス提供 

 

 

○当該手法が適する場合：公共施設等の（再）整備・運営を行う場合 

○期待される効果： 
質の向上、効率化、施設のライフサイクル全体を通じたトータルコストの縮減 

○留意事項：適切な事業規模の確保、適切なリスク分担とモニタリング 
○法令等 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI 法） 
横浜市ＰＦＩガイドライン 

 

 

 

○当該手法が適する場合：公の施設の管理運営を行う場合 

○期待される効果：質の向上（利用者ニーズ反映、新規サービス提供）、効率化、 

情報開示の促進、地域の雇用促進 

○留意事項：指定期間、施設の運営ビジョンの提示、事業者インセンティブの設定 

      適切なリスク分担とモニタリング 
○法令等：地方自治法、各施設設置条例、指定管理者制度運用ガイドライン 

 
 

○当該手法が適する場合：民間の創意工夫の余地があり、対象となる業務の質の向上や

効率化が見込める場合 

○期待される効果：質の向上、効率化 

○留意事項：契約期間、適切なリスク分担とモニタリング 

 

（４）その他の手法について（Ｒ７年３月追記） 

 

 

○当該手法が適する場合：複数の行政分野（≒区局統括本部）にわたる（パートナー 

シップ方式の）連携を図る場合 

○期待される効果：多岐にわたる行政課題の解決や質の向上、インパクトのある発信、 
継続的なパートナーシップの構築 

○留意事項：人事異動を念頭に置いた関係性の構築、具体的取組の継続・見直し 

公有資産の利活用 

ＰＦＩ 

指定管理者 

包括的民間委託 

包括連携協定（H21～） 
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○当該手法が適する場合：公共事業を実施（実装）する事前に、公平性・透明性を確保 

しながら市場調査を行う場合 

○期待される効果：市場性の確認、新たなアイデアの発見、よりよい公募条件の設定 
などを通じた実現性や事業効果等の向上 

○留意事項：活用検討の早い段階に実施、特定の事業者だけが有利にならないよう配慮 

 

 

 

○当該手法が適する場合：行政から民間企業との連携を発信する場合 

○期待される効果：行政だけでは解決できない課題へのアイデアやソリューション発見 

○留意事項：適切なリスク分担とモニタリング、フリーライドの禁止 

○法令等：「中期計画」、「共創推進の指針」等 

 
 
 
 
○当該手法が適する場合：委託事業に民間ノウハウを生かす性能発注を取り入れる場合 

○期待される効果：定量的な成果の把握、実績に応じた予算執行、PDCA サイクル 

○留意事項：ロジックモデルによる社会的インパクトの可視化、受託者との目標や成果 

指標の共有、リスク・メリットへの相互理解 

○法令等：「成果連動型民間委託契約方式の推進に関するアクションプラン（内閣府）」 

 
 
 
○当該手法が適する場合：「共創」の視点で施設整備や維持管理に取り組む場合 

○期待される効果：①市内企業等の PPP／PFI 事業への参画促進 

②多様な主体と連携した効果的かつ魅力的な PPP／PFI 事業の形成 

○留意事項： 情報発信と企業間ネットワークの形成による事業参画促進 

○法令等：「PPP/PFI 地域プラットフォーム協定制度（内閣府、国土交通省）」 

 
 
 

○横浜市市民協働推進センター 市民や地域団体・NPO 等との協働 

○Y-PORT CENTER 国際技術協力 

○YOXO BOX スタートアップ成長支援 

○Ｐ×Ｐ（ピーバイピー） 公園の利活用 

○ヨコハマ SDGs デザインセンター 多様な主体による SDGs の達成 

○YOKOHAMA Hack! デジタル・ガバメントの推進 

 

テーマ型共創フロント（H23～） 

サウンディング調査（H22～） 

PPP プラットフォーム（R4～） 

専門分野に対応した公民連携窓口 

成果連動型民間委託方式【PFS・SIB】（H27～） 
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３ 共創事業の実施者について                                     

 
従来の公民連携事業では、行政が、自らの知識・経験の範囲内で最適と考える事業スキ

ームを構築し、詳細な条件設定をあらかじめ行ったうえで民間事業者を募集することが多

くありましたが、共創事業においては、民間のより主体的な参画や発意を求め、行政と民

間の対話を通じて、それぞれの知識やノウハウ、その他保有している経営資源を最適な形

で組み合わせながら、事業スキームの構築を進めます。 

共創事業の実施者については、対話を踏まえ、VFM（Value For Money）の考え方に基づ

き、質に着目して決定します。具体的には、次のような方式から、事業スキーム、提案の

独創性、市場の成熟度などを勘案しながら、案件ごとに個別に判断します。 

 

【「共創フロント」に寄せられた民間提案の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間事業者からの提案 

共創フロントでの 

コミュニケーション 

プロポーザル 

方式 

 

総合評価方式 
課題提起型 

公募方式 

 

価格競争方式 

事業スキームの構築 

公民連携手法の選択・組み合わせ 

事業スキーム、提案の独創性、市場の成熟度などを勘案しながら、案件ごとに個別に判断 

契約・協定 

の締結 

契約・協定 

の締結 

 

質と価格を 

評価 

契約・協定 

の締結 

 

公募 

 

課題抽出 

契約・協定 

の締結 

パートナーシップ 

方式 

 

主に質を評価 
質と価格を 

評価 

 

価格を評価 

公募 公募 

公募 
契約・協定 

の締結 

 

質を評価 
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【各方式の説明】 

 

 方法 説明 適用するケース 視点 対象 

非

公

募 

パートナーシ

ップ方式 
 

市と発想提案者の間で

契約（協定・合意書等）

を結び、共創事業の実施

者とします。 

①協力関係の構築など、他者と

の競合性がない場合 

②提案に高度の独創性がある

と認められる場合（発想提案

者が明らかに最大の VFMを提

供できる場合） 

 

単独 

公 

 

募 

 

に 

 

よ 

 

り 

 

選 

 

定 

プロポーザル

方式  
 

性能等を示したうえで

事業企画書の提出を受

け、提案内容の質によっ

て審査及び評価を行い、

契約等の相手方を特定

します。 

提案の独自性・創造性等が大き

な要素を占め、提案内容の質に

よって VFM の最大化を図るべ

き場合。 

複
数
（
資
格
要
件
を
定
め
る
） 

課題提起型公

募方式 

ある発想提案により把

握された行政課題につ

いて、その課題を提示

し、解決策を改めて募

集・評価します。 

発想提案者の解決方法とは異

なる方法により、当該行政課題

の解決が見込まれる場合。 

総合評価方式  性能等を示したうえで

事業企画書の提出を受

け、「価格」と「価格以

外の要素(技術提案等)」
を総合的に評価し、落札

者を決定します。 

提案内容の質とともに、価格の

要素も加味して総合的判断で

VFM の最大化を図るべき場合。

（PFI や指定管理者制度など）  

価格競争方式  市が仕様等を指定した

うえで提案を受け、提案

金額の多寡によって契

約等の相手方を選定し

ます。 

事業者により品質に大きな差

が出ない場合など、価格の要素

のみで決定する場合。  
不
特
定 

多
数 

 

今後、次のような方式の検討も進めます。 

＊ パートナーシップ方式のバリエーション例 

提案の独自性が認められる場合に、提案内容の試行という位置づけで、期間を限定したう

えで市と発想提案者の間で契約（協定）を結び、共創事業の実施者とする方式 

 

＊ 二段階の選定方式 

第 1 段階で「質」を評価し、絞り込みを行った上で、第 2 段階で「価格」を評価するなど、

二段階に分けて評価する方式 

 

質

を

重

視 

 

 

 

 

 

 

 

価

格

重

視 
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４ インセンティブについて                   

 
共創事業におけるインセンティブには、 
①公共に参画する段階のインセンティブと、 
②事業実施段階で、よりよいサービスを継続的に提供していくためのインセンティブ 
の２つがあります。 
 
また、事業実施段階におけるインセンティブには、優れた実績をあげた場合のインセン

ティブと、求める条件を満たさなかった場合のペナルティの二つの側面があります。 
それぞれの事例として、次のようなものがあります。 

 
（１）公共に参画する段階のインセンティブ 
 

 共創フロントの設置など、提案環境の整備 
 提案の受け入れと対等な対話による、事業スキーム構築の可能性確保 
 提案の質を重視した選定 

 

（２）良質なサービスの継続的な提供を促すためのインセンティブ 
 

事業実施段階でのインセンティブを適用する場合には、業務実績に対するモニタリ

ングや評価の結果に基づいて行う必要があります。 
 
 業務実績に応じた委託料等の支払い（増額・減額）【※現在は実施していません】 

 
【過去の参考事例】地域ケアプラザの地域活動交流事業実績評価  

 地域の福祉保健活動の一層の活性化に資するため、全施設を対

象に実施しています。  

評価の高かった施設に対して、 1 施設 30 万円の予算措置（ 20 年

度）をしています。  

評価にあたっては、①地域の関連団体等とのネットワークの構

築②自主事業の展開③地域福祉（保健）計画の推進の状況等を

評価基準としています。  

 
 段階的な是正措置（求める仕様を満たさない場合に、警告などのプロセスを踏

まえた上で、契約の打切りも視野に入れて段階的に対応をすすめる） 
 自主事業による収入など、事業者の努力による増収を認める方法 
 自主事業実施条件の緩和やアイデア・提案等の受入れ（施設内における自販機

の設置等の目的外使用、公募時には想定していなかった新たな事業・業務に関

する提案等への柔軟な対応等） 
 業績の適切な評価と公表（評価結果のホームページでの公表、優秀事業者の表

彰制度等） 
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資料編                                                        
 

指針の策定経過                            

 

平成 20 年 ６月 

７月 

 

９月 

 

10 月 

 

 

12 月 

共創フロント（公民連携に関する相談・提案窓口）の開設 

第１回共創フォーラムにおける議論 

（７月３日開催：参加者数約 80 名） 

第２回共創フォーラムにおける議論 

（９月１日開催：参加者数約 80 名） 

共創オープンフォーラムにおいて、共創推進の指針の骨格に

ついて説明、アンケートの実施 

（10 月 24 日開催：参加者数約 300 名） 

アンケート結果を踏まえ、庁内で検討 

 

平成 21 年 

 

１月 

 

 

２月～ 

３月 

 

第４回共創フォーラム（１月 15 日開催：参加者数約 80 名）

において共創推進の指針（素案）を公表し、民間から意見を

募集（１月 15 日（木）～２月 6 日（金）） 

民間からの意見を踏まえ、市会での審議 

指針の確定、公表 
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共創フォーラムでのアンケート結果                  

平成 20 年 10 月 24 日実施、回答者数（N）＝66 

 
 

Ｑ１ 共創推進の指針の骨格について 

 
 

件数 比率 

このままで良い 39 59％ 

不足項目がある 16 24％ 

回答なし 11 17％ 

 
 
 
 
 
 

Ｑ２ 民間から見て、公民連携事業に対する期待はどのようなものですか 

 
 

件数 比率 

効率化ノウハウの提供

を通じたビジネス機会

の獲得 

19 
28.8

% 

サービス向上ノウハウ

の提供を通じたビジネ

ス機会の獲得 

23 
34.8

% 

新たな価値の創出・収

入拡大のノウハウ提供

を通じたビジネス機会

の獲得 

37 
56.1

% 

社会や地域への貢献 29 
43.9

% 

その他 5 
7.6

％ 

 
 

Ｑ３ 公民双方が踏まえるべき共創の視点として、重要だと思うものは何ですか 

 
 

件数 比率 

顧客（市民）の視点 42 63.6% 

財務の視点 31 47.0% 

地域・社会の視点 32 48.5% 

成長・発展の視点 27 40.9% 

その他 6 9.1% 

 

全体

66人, 

このま

まで…

全体

66人, 

不足項

目が…

全体

66人, 

回答な

し, …
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Ｑ４ あなたが提案する際に、保護されるべきと考える情報は次のどれですか 
 
 

 件数 比率 

提案者名 26 39.4% 

提案のタイトル 7 10.6% 

提案内容（概要のみ） 28 42.4% 

提案内容（独創性が認め

られる部分を除く） 
34 51.5% 

その他 5 7.6% 

 
 
 
 
Ｑ５ 提案が具体化されるプロセスにおいて公平性を担保するための方策に関してどのよ

うに考えますか 

 
 件数 比率 

提案後に公募などのオープ

ンなプロセスに移行する可

能性があるなら提案しない 

12 18.2% 

提案後に公募などのオープ

ンなプロセスに移行する可

能性があったとしても、提

案に対して一定の配慮がな

されるなら提案する 

27 40.9% 

提案後に公募などのオープ

ンなプロセスに移行する可

能性があったとしても、自

社のノウハウが発揮できる

分野・事業であれば提案し

たい 

12 18.2% 

その他 5 7.6% 
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素案に寄せられたご意見                             

平成 21 年 1 月 15 日～2 月 6 日、回答者数（N）＝30 

 
■共創推進の指針（素案）について 

 

大変良い 6 21％ 

概ね良い 16 55％ 

不十分 ７ 24％ 

 
 
 

■個別の意見と対応の考え方（47 件） 

いただいたご意見 市の考え方 

１ 共創の背景と指針の位置づけ 

○既存の制度や慣行などの障害を乗り越えるためには、庁内

外の関係者の意識改革、協力体制作りが不可欠。実務レベ

ルに落とし込んだ際にも共創の仕組みがワークするよう、

指針のオーソライズを明確に行ってほしい。 

○位置づけとしてオフィシャルなのか、ボランタリーなのか

はっきりすることも必要ではないか。 

○より「収益性の確保」を主眼に置いた「公」の担い手が「共

創」の担い手として意識されているように見受けられるが、

今後「市民協働推進部」をはじめとした、市民との協働を促

してきた部門との関係がどのようになるのか、明確にする

必要があると思う。 

 

本指針については、市会で

の審議や庁内での意思決定

プロセスを踏まえて策定し

ました。今後、庁内外への周

知を図ってまいります。 

また、指針 P3 において、

「共創」について定義し、共

創の特徴を明確化しました。 

３ 共創の原則 

【対等・対話の原則】 

○パートナーシップ（共創）の基礎は、官民両者の信頼関係に

あると思うので、指針の中に「信頼」という言葉を入れたほ

うがよいのではないか。 

○「対話」という表現は評価できる。 

○提案に対する応答諾否と期間設定は不可欠。 

○対話を通じて、枠組みを変えていく柔軟性を持つべき。最

初の枠組みを金科玉条とする必要はない。 

 

 

対等・対話の原則におい

て、「信頼」、「期限」を加え、

修正しました。 

また、共創の取組にあたっ

ては、対話を踏まえて柔軟に

対応してまいります。 

  

 

系列1, 
大…

系列1, 
概…

系列1, 
不…
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いただいたご意見 市の考え方 

【目標共有の原則】 

○共創によって、横浜をどのようなまちにしたいのか、ビジョ

ンが見えない。ビジョンを共創で作っていきましょうという

のならわかるが、ビジョンなきまま（あるいは共有しないま

ま）個別に連携しても、まち全体は良くならないのではない

か。 

○貴市の基本的な考え方、長期計画とのリンクがよく見えない

ので、すでに発表されている貴市の諸方針をまとめ、指針と

リンクさせるべき。 

○理念から個別論に進んだ段階で、ぜひ現状の市行政の問題

点、悩み、影の部分等導き出してください。議論を上滑りさ

せないために、根本にある問題意識を共有できればと思いま

す。 

 

共創フロントのホーム

ページにおいて長期ビジ

ョンや中期計画をまとめ、

掲載しています。 

また、市は民間からの提

案を待つだけでなく、市が

抱える行政課題を提示し

てまいります。（指針 P12） 

【アイデア保護と透明性確保の原則】 

○民間発意・行政発意問わず、情報提供・材料提供は積極的に

行うことはもとより、必要な情報へのアクセスのしやすさも

考慮すべき。 

アイデア保護と透明性

確保の原則において、アク

セスついても言及し、修正

しました。 

４ 共創の視点 

【市民（顧客）の視点】 

○市民が主体的に参加して自らの問題として行政と一体にな

って、地域なりを形成していくことが、共創の精神だと思う。

市民＝顧客という表現は、逆の不平等感を与えるのではない

か。 

 

 

「市民・利用者の視点」

と変更しました。 

【地域・社会の視点】 

○ＰＦＩなど共創事業の類は、地元企業参入への配慮に欠けて

いる。この指針で、全国に先駆けて地元経済活性化の視点と

具体的方策を盛り込むべき。 

 

共創の仕組み P11 に「地

域経済への配慮」をポイン

トとして加えました。 

５ 共創の仕組み 

○選定した後の、行政（各区局）と民間事業者の契約や協定な

ど、共創関係を担保する仕組みについて言及がない。 

○長いタイムスパンについての公民関係についての配慮が必

要 

 

具体的課題については、

アドバイザリー機関も活

用しながら、検討を進めて

まいります。 

６ 共創推進の具体的方策 

【第三者機関について】 

○外部機関を設けた点が良い。 

○制度の適切な運用のためには、第三者機関による監視が重

要。 

○PFI の場合、コンサルタントを入れて FS 調査を行うが、前例

踏襲になりがちである。実施方針策定前に、コンサルタント

とは別にスーパーバイザーによる評価を行う仕組みを作っ

たらどうか。 

○運営の段階で行政が必要以上に介入し、事業者に負担を求め

るケースが問題化されている。「対等な関係」と言いながら、

発注者－受注者の関係が行政側の意識の根底にある。第三者

機関を設置するのであれば、紛争処理機関として判定する仕

組みを組み込んだらどうか。 

 

行政と民間の関係のあ

りかた、実効性の担保策も

含めて、まずはアドバイザ

リー機関で議論をすすめ

ることとし、指針にはその

旨を追記します。 
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いただいたご意見 市の考え方 

【仕組み・枠組み】 

○「共創」のコンセプト自体は、大変すばらしく、横浜らしい

行政手法だと思いますが、具体的な仕組みや方策に「横浜ら

しさ」がない。 

○具体的方策においては、既に共創フロントを立ち上げたこと

ぐらいしかなく、その他については、これまでも取組んでい

る一般的なことを並べているに過ぎないように感じる。例え

ばエリアマネジメントに対して、どういう新しい取組をして

いくのか、考え方は示せないか。 

○国の制度変更に結びつくような、事業採算性に着目した TIF

や BID などの新しい手法についても盛り込んだらどうか。 

○日本最大の基礎的自治体である横浜市だからこそ、国に対し

て言えることがある。「共創」という先進的な取組を進めてい

るのだから、国に対して要望していくという強い姿勢を指針

の中で示して欲しい。 

○横浜には、「観光資源」があり「ものづくりの資産」があり「ソ

ーシャルビジネスが生まれる土壌」があります。それを包括

する「仕組み」としていただきたい。 

○自治体の財政状況が悪化すると、最初に企画費が削られる傾

向にある。PPP は企画力。企画が弱いと民間もついてこない。 

 

共創の具体的方策につ

いては、今後、運用しなが

ら、随時改善・進化を図っ

ていくとともに、個々の仕

組みについては、ＰＦＩ、

指定管理者等各制度のガ

イドラインで明記してい

きます。 

また、新しい手法の開発

などについては、共創フォ

ーラム等で議論を深めて

いきます。 

国に対して積極的に意

見を出していく姿勢につ

いて、指針で明記しまし

た。 

各論における考え方１ 公民連携の手法について 

○指定管理者制度については弊害が問題になっている。「官」が

責任を持ってやるべき分野（たとえば図書館）をきちんと整

理して指針に示すべき。 

○「民間活動支援等による地域活性化」について、市がどうや

って取組んでいこうとしているのか書かれていないように

思います。制度が確立されていないこの分野で、民間事業者

の言いなりにならないように、市はどうリスク回避していく

のかの具体的な考え方が必要と市民は思います（外部評価と

か透明性では、民間による公共サービス提供と変わらない）。 

市は、市民にとって必要

なサービスの提供に関し

て最終的な責任を担って

いるという認識をもって

指針を運用していきます。 

個別の分野については、

案件を重ねる中で、必要に

応じて各ガイドラインで

考え方を示してまいりま

す。 

各論における考え方３ 共創事業の実施者選定方法について 

○選定方式の一覧表について、ややわかりにくい感じがするの

で、ページを割いて、図を入れるなど丁寧に説明を加えたら

どうか。 

○事業者選定方式に関して、第 1 段階で「質」を評価し、絞り

込みを行った上で、第 2 段階で「価格」を評価するという 2

段階選定方法も比較的多く採用されているので、盛り込んだ

らどうか。 

○PFI、指定管理者等、すでに法として規定があるものについて

は、事業の実施者選定の考え方の流れに乗らないのではない

か。 

○民間活動支援等による地域活性化は基本的に民間が主とな

る事業だと思うが、P20 の事業の実施者選定方法の考え方に

は、民間主導の事業は該当しない（民主導なので、行政が選

定するという発想はそぐわない）。「選定」はどのような事業

の場合必要となるのか、考え方を整理してはどうか。 

 

フロー図については修

正し、また、今後の検討ス

キームとして、二段階方式

も盛り込みます。 

PFI や指定管理者につい

ては、法定の範囲内におい

て、共創事業の実施者の考

え方を踏まえ、選定を行う

こととしています。 

また、民間主導の事業も

念頭に置きながら、共創事

業実施者の考え方を整理

しました。 

いただいたご意見 市の考え方 
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各論における考え方 ４ インセンティブについて 

○よりよい提案を引き出すためのインセンティブとして、最初

に提案したものが選定評価の段階で加点できるという仕組

みは考えられないか。 

○大手企業・地元企業・市民というような提案主体を実務的に

区分し、異なるインセンティブを付与する方法も考えられる

のではないか。 

○民間の発意に対するインセンティブの仕組みについて、さら

に検討が必要。 

○民間提案を多く求めるのであれば、提案に係るコストを低減

できるような方法を検討できないか。 

 

インセンティブについ

ては、公平性とのバランス

も踏まえつつ、引き続き具

体策の検討を進めてまい

ります。 

その他全般的なご意見 
○指針を策定することにより、行政としての覚悟や姿勢が示さ

れることになる。こういうものがあればこそ、民間もついて

くる。さすが横浜市だという印象を受けた。 

○概ね納得性が高い文面だと思いました。 

○共創の取り組みには大いに期待しています。縦割り行政の中

に横串を通し抜いていただきたい。 

○共創推進のために横浜市のこれまでの行政の仕組みや制度

などをどう変えるのか、あるいは変えなくても可能な範囲で

の共創なのかが分からない。 

○最大の懸念は実効性の担保。一定規模以上の投資・支出案件

について、共創本部との事前協議を条例レベルで義務付ける

などしないと、庁内外に定着しないリスクが残る。 

○従来の領域に留まらない部分で新しいビジネスモデルを誕

生させるためには、縦割り行政を横断的に行き来する仕組み

やテーマが必要。 

○共創が、各部局の行動の前提として定着することが 2009 年

の課題だと思います。 

○あとはどのように実行し、評価し、改善する活動を継続させ

るかがポイントです。 

○共創についての市の考え方をまとめたということで、理念は

評価できますが、具体的な指針となるようなものが書かれて

いないようなのが残念。 

○共創とは概念なのか、仕組み（制度）なのかが分かりにくい。 

○ビジュアル的な資料が欲しい。 

○素案はボリュームが厚すぎる。もっと理解しやすく、親しみ

やすい指針にして下さい。 

 

指針の構成を整理し、理

念の部分と仕組みの部分

を分けたほか、概要版を作

成しました。 

共創の実効性の担保す

る方策については、アドバ

イザリーの議論を活用し

ながら検討をすすめるこ

ととし、指針にはその旨を

追加記載します。 
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共創フロントへの提案状況                            

（平成 20 年 6 月 30 日～平成 21 年 2 月末まで） 

【公民連携手法別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 分類 件数 比率 説明 

民間活動

支援等によ

る地域活性

化 

民間活動の支

援 
8 13.8% 

市の持っているノウハウ、場、名義、ネットワーク

等の提供による民間活動の支援など 

協力関係の構

築 
28 48.3% 

市と民間事業者等との協力関係の構築、コラボレ

ーション事業の実施など 

特区・地域再

生、その他規

制緩和 

3 5.2% 
構造改革特区、地域再生制度等の活用、規制緩

和による民間活動の支援など 

公有資産

の活用によ

る事業創出 

広告事業・ネ

ーミングライツ 
5 8.6% 

新規広告媒体の導入、施設等へのネーミングライ

ツの導入など 

公有資産の利

活用 
4 6.9% 公有資産の売却、証券化、運用など 

民間による

公共サービ

ス提供 

民間による公

共サービス提

供 

10 17.2% 
具体的な施設への指定管理者・PFI 導入、民間

サービス・技術等の購入など 

合計 合計 58     

 

【提案数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力関係の構築 

28 

民間活動の支援 8 

特区・地域再生、 
その他規制緩和 3 

広告・ネーミングライツ 5 

公有資産の利活用 ４ 

民間による公共サービス提供  
9 

各月末時点の提案数推移 
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【実現した提案】                      平成 21 年 2 月末時点 
具体化した事業 概要 

寿地区高齢者居場所運営と自立支援、ニー

ト若者自立支援を連携して行う事業所の設

置 

（平成 20 年 11 月 20 日店舗オープン） 

≪民間活動の支援≫ 

「さなぎの家」「さなぎの食堂」を寿地区内に併設リ

ニューアルするとともに、地区隣接に若者就業支援

食堂を開店し、事業連携して交流を図る。 

市立サイエンスフロンティア高校と連携し

た国際教育プログラムの展開 

（平成 21 年１月９日協力協定締結） 

 

≪協力関係の構築≫ 

・サンモール・インターナショナルスクールの生徒

との相互交流を通じて、国際コミュニケーション力

の育成や先端科学技術のレベルアップを図る。 

・学校行事への参加を通じて両校の生徒間の国際交

流を実現する。 

セブン‐イレブン・ジャパンとの地域活性

化包括連携協定 

（平成 21 年２月 19 日協定調印） 

≪協力関係の構築≫ 

横浜市とセブン‐イレブン・ジャパンの、地域活性

化に向けた相互連携による市民サービスの向上と、

地域の取り組みに向けた取り組みを実施する。 
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